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内内容　時日時　場場所　対対象　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　定定員　保一時保育　持持ち物
提提出　配配布　備備考　注注意事項　予予約　申申込・申請　問問い合わせ　℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール

祝日、休日の受付・相談はありません。
ただし、生活不安や仕事の相談は日曜
日も実施する場合があります。

女性のための悩み相談（１人５０分）
心理臨床カウンセラー・中井紀子氏
毎月第１～第４火曜日１３：００～１６：００
予人権室に電話で
人権相談
▽毎週月・水・金曜日９：００～１２：００
▽毎週木曜日１３：００～１６：００
場�市役所５階相談室５０７
備当日直接
LGBTQ＋人権相談　
性善寺住職��柴谷宗叔氏
（トランスジェンダー当事者）
毎月第2木曜日１７:００～２０:００
予人権室に電話で
場�上記いずれも市役所５階相談室５０７
人権電話相談（１人３０分）
毎月第２・４金曜日１７：００～２０：００
問人権室
℡０６－６９９２－１５１２

福祉の総合相談
時�①平日９：００～１７：３０
　�②平日１０：００～１６：００（表の開催日
時を除く）
　③平日（表のとおり）
場�①市役所７階守口市社会福祉協議会
②藤田事務所（藤田町４－２０－１）
　③各コミュニティセンター
備当日直接
問守口市社会福祉協議会
℡０６－６９９２－２７１５

市民相談（4月分）

軽
自
動
車
税（
種
別
割
） 

　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
そ
の
年
の
４
月

１
日
現
在
で
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
二
輪
、

小
型
二
輪
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
三
輪
以
上

の
軽
自
動
車
を
所
有
ま
た
は
使
用
し
て
い
る

人
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
５
月
初
旬
に
発
送
す
る
納
税

通
知
書
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
税
政
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
仮
徴
収

　
４
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収（
年
金
か
ら

天
引
き
）が
開
始
さ
れ
る
人
に
、
後
期
高
齢

者
医
療
仮
徴
収
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。

　
新
た
に
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
天
引
き
）が

開
始
さ
れ
る
人
は
、
前
年
度
の
２
カ
月
分
に

相
当
す
る
保
険
料
額
が
そ
れ
ぞ
れ
令
和
５
年

４
月・６
月・８
月
に
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

　
ま
た
、
現
在
、
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
天

引
き
）に
よ
り
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
人

は
、
令
和
５
年
２
月
の
保
険
料
と
同
じ
額
が

ぞ
れ
ぞ
れ
令
和
５
年
４
月・６
月・８
月
に
年

金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
５
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

の
保
険
料
額
は
７
月
に
決
定
す
る
た
め
、
令

和
５
年
１０
月・
１２
月
お
よ
び
令
和
６
年
２
月

の
徴
収
額
に
つ
い
て
は
、
仮
徴
収
で
年
金
か

ら
天
引
き
し
た
保
険
料
額
と
調
整
し
た
う
え

で
、
７
月
に
通
知
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
あ
て

は
ま
る
人
は
特
別
徴
収
に
な
り
ま
せ
ん
。

▽
年
金
受
給
額
が
年
額
１８
万
円
未
満

▽
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
な
い

▽�
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
合
計
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
を

超
え
て
い
る

問
保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
の
実
施

　
糖
尿
病
や
高
血
圧
症
な
ど
の
生
活
習
慣
病

に
加
え
、
加
齢
に
伴
う
心
身
の
衰
え（
フ
レ

イ
ル
）な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
す
の
で
、

現
在
生
活
習
慣
病
で
通
院
し
て
い
る
人
も
積

極
的
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
４
月
下
旬
か
ら
５
月
上
旬
に
か
け
て「
健

康
診
査
受
診
券
」を「
受
診
券
在
中
」の
記
載

の
あ
る
封
筒
で
送
付
し
ま
す（
年
度
途
中
に

新
た
に
７５
歳
に
な
る
人
に
は
、
誕
生
月
の
翌

月
に
送
付
）。

　
受
診
券
が
手
元
に
届
い
た
ら
、
大
阪
府
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
指
定
す
る
医
療

機
関
な
ど
に
お
い
て
、
年
度
中（
令
和
６
年

３
月
３１
日
ま
で
）に
１
回
、
無
料
で
受
診
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
診
の
際
は
、
受
診

券
と
被
保
険
者
証
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は
、
健
康
診

査
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
歯
科
健
康
診
査

 

の
実
施

　
歯
や
歯
肉
の
状
態
だ
け
で
な
く
、
お
口
の

機
能
も
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
す
の
で
、
義
歯
を

使
用
中
の
人
も
積
極
的
に
受
診
し
て
く
だ
さ

い
。

　
４
月
下
旬
か
ら
５
月
上
旬
に
か
け
て「
歯

科
健
診
の
お
知
ら
せ
」を
送
付
し
ま
す（
年
度

途
中
に
新
た
に
７５
歳
に
な
る
人
に
は
、
誕
生

月
の
翌
月
に
送
付
）。

　
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
指

定
す
る
歯
科
医
院
な
ど
に
お
い
て
、
年
度
中

（
令
和
６
年
３
月
３１
日
ま
で
）に
１
回
、
無
料

で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
診
の
際

は
、
被
保
険
者
証
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ

さ
い（
受
診
券
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は
、
歯
科
健

康
診
査
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

①�

病
院
ま
た
は
診
療
所
に
６
カ
月
以
上
継
続

し
て
入
院
中

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

～
住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
～

　
新
築
さ
れ
た
日
か
ら
１０
年
以
上
を
経
過
し

た
住
宅
で
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
を
行
っ
た
場
合（
貸
家
住
宅
を
除
く
）、改

修
工
事
が
完
了
し
た
翌
年
度（
１
年
間
）に
つ

い
て
、
固
定
資
産
税
を
３
分
の
１
減
額
し
ま

す
。

注�

減
額
対
象
の
床
面
積
は
１
０
０
㎡
ま
で
で

す
。
税
制
改
正
に
よ
り
内
容
に
変
更
が
生

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
要
件

▽�

こ
れ
ま
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
お
け
る

固
定
資
産
税
減
額
措
置
を
受
け
て
い
な
い

こ
と

▽�

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
費
用
の
自
己
負
担
額

が
５０
万
円
以
上

▽�

次
の
い
ず
れ
か
の
改
修
工
事
を
行
っ
て
い

る
こ
と

　
①
廊
下
の
拡
幅

　
②
階
段
の
こ
う
配
を
緩
和

　
③
浴
室
改
良

　
④
便
所
改
良

　
⑤
手
す
り
の
取
り
付
け

　
⑥
屋
内
の
段
差
解
消

　�

⑦
出
入
口
の
戸
の
改
良（
引
き
戸
へ
の
取

り
替
え
な
ど
）

　
⑧
床
の
材
質
の
改
良

▽�

次
の
い
ず
れ
か
の
人
が
居
住
し
て
い
る
こ

と
　
①
６５
歳
以
上
の
人

　�

②
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
人

　
③
障
が
い
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人

手
続
き
　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
完
了
日

か
ら
お
お
む
ね
３
カ
月
以
内
に
、
住
宅
所
有

者
が
固
定
資
産
税
減
額
申
請
書
に
必
要
書
類

を
添
付
し
、
課
税
課
資
産
税
担
当
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

持
▽�

納
税
義
務
者
の
住
民
票
の
写
し（
市
内

在
住
者
は
不
要
）

　
▽
領
収
書
の
写
し
な
ど

　
▽
工
事
明
細
書
、
設
計
書
の
写
し
な
ど

　�

▽
次
の
い
ず
れ
か
の
う
ち
該
当
す
る
も
の

　�

①
６５
歳
以
上
の
人
が
住
ん
で
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
も
の（
住
民
票
な
ど
の
写
し
）

　�
②
要
介
護
認
定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
証

す
る
書
類（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
な

ど
の
写
し
）

　
③
障
が
い
者
手
帳
な
ど
の
写
し

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

おはなし劇場
内絵本「おひさまあはは」ほか
時４月２１日（金）１０：３０～１１：００
場中部エリアコミュニティセンター多目的室（防音）
対乳幼児と保護者
講朗読ボランティアこまどり
定先着２０組
申当日受け付け
問生涯学習・スポーツ振興課
℡０６－６９９５－３１５８

①�

病
院
ま
た
は
診
療
所
に
６
カ
月
以
上
継
続

し
て
入
院
中

②�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健

施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
障
害
者
支
援

施
設
な
ど
の
施
設
に
入
所
ま
た
は
入
居
し

て
い
る

注�

退
院・
退
所
な
ど
、
事
情
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
、受
診
券
を
発
行
し
ま
す
の
で
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　�

事
前
に
必
ず
受
診
希
望
の
医
療
機
関
に
実

施
状
況
を
含
め
て
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　�

人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
人
は
、
健
康
診

査
を
受
診
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問�

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
給
付
課

℡�

０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１

問�

保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

②�
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人
保
健

施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
障
害
者
支
援

施
設
な
ど
の
施
設
に
入
所
ま
た
は
入
居
し

て
い
る

注�

事
前
に
必
ず
受
診
希
望
の
歯
科
医
院
に
実

施
状
況
を
含
め
て
問
い
合
わ
せ
し
て
く
だ

さ
い
。

問�

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
給
付
課

℡�

０
６
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１

問�

保
険
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

ニュースポーツを楽しもう

講習会日時 場所 内容

４月９日（日）
１３：００～
１６：００

中部エリア
コミュニティ
センター
体育室

シャッフルボード
スリータッチボール
卓球・ボッチャ

講市生涯スポーツディレクター
持上靴、飲み物
問生涯学習・スポーツ振興課
℡０６－６９９５－３１５８

毎月 場所 ４月
第１火曜日 西部 ４日
第2火曜日 北部 １１日
第３火曜日 錦 １８日
第４火曜日 八雲東 ２５日
第１木曜日 庭窪 ６日
第2木曜日 南部エリア １３日
第３木曜日 東部エリア ２０日
毎月 場所 ５月

第１火曜日 西部 ２日
時すべて １０：００～１２：００


